
件 件 件 件

千円 千円 千円 千円

※１：金額総額であり、複数の団体等に交付している場合、個々の団体等への交付額等を示すものではありま
せん。なお、当該年度は当初予算額を記載しております。また、前年度決算額について、補助額の確定が未了
のものは、交付件数および交付決定額を外数として（）書きで記載しております。

令和５ 1年度 年度経過年数

200

交付対象経費及び
補助金の算定方法等

前々年度

補助開始年度

その他

年度

（間接補助の場合）
間接補助とする理由
及び再交付先への配

分基準、審査基準

 【間接補助の理由、再交付の配分基準・審査基準】

補助金名 九州地区手をつなぐ育成会福岡市大会補助金

（公募の場合）
公募時期

その他の補助金

交付先決定方法 非公募

　知的障がい児・者の保護者等を会員として組織された団体であり、知的障がい児・者
の福祉向上のための事業を多く実施している。

団体
社会福祉法人

福岡市手をつなぐ育成会
区分

福祉局障がい者部障がい企画課
（ＴＥＬ711-4248）

担当課
（連絡先）

前年度補助事業
の主な実施概要

回

終期を延長する
理由

       補助金調書

交　付　先

（公募の場合）
応募要件

（非公募の場合）
非公募の理由

令和５

補助金の目的
及び

補助対象事業

延長回数 0

　九州地区手をつなぐ育成会福岡市大会は、九州・沖縄の10都市のそれぞれの手をつ
なぐ育成会が毎年持ち回りで実施しているものであり、令和５年度は福岡市手をつなぐ
育成会が主催となって開催される。福岡市大会が円滑かつ効率的に実施され、知的障
がい者の自立と社会参加の促進を図るために運営費の補助を行う。

当該年度

補助金の終期

【補助対象経費、補助金額の算定方法・考え方】
　九州地区手をつなぐ育成会福岡大会の実施に要する経費のうち、報償費、旅費
交通費、会議費、使用料、需用費及び委託料とする。

補助金交付
による効果

　知的障がいへの市民の理解が深まり、知的障がい児・者の福祉向上や市民からの協
力が増進している。

前々々年度交付状況等
【上段：交付件数】

【下段：決算】
（※１）

前年度
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